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承第１号

専決処分の承認を求めることについて 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、令和７

年１２月２３日別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報

告し、承認を求める。 

令和８年１月３０日提出 

美濃加茂市長  藤 井 浩 人   
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令和７年度美濃加茂市一般会計補正予算（第９号）

令和７年度美濃加茂市の一般会計補正予算（第９号）は、次に定めるところによ

る。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１８，４０７千円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２９，２０４，３３７千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。
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１　特別職

報酬 給料
期末手当
（千円）

地域
手当

寒冷地
手当

その他
の手当

計

（千円） （千円）
年間支給率
（月分）

（千円） （千円） （千円） （千円）

35,652 16,581 11,152 63,385 9,311 72,696

(4.65)

70,607 32,831 103,438 18,802 122,240

(4.65)

その他の
特別職

2,047 104,629 104,629 104,629

計 2,067 175,236 35,652 49,412 11,152 271,452 28,113 299,565

35,652 16,581 11,152 63,385 9,311 72,696

(4.65)

70,607 32,831 103,438 18,802 122,240

(4.65)

その他の
特別職

1,965 104,143 104,143 104,143

計 1,985 174,750 35,652 49,412 11,152 270,966 28,113 299,079

長　等

議　員

その他の
特別職

82 486 486 486

計 82 486 486 486

給 与 費 明 細 書

給　　　与　　　費

区分
職員数
（人）

共済費
（千円）

合計
（千円）

備考

補
正
後

長　等 4

議　員 16

補
正
前

長　等 4

議　員 16

比
較
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２　一般職
（１）総括

797

(3)

797

(3)

（　）内は内短時間勤務職員数を計上

扶養
手当

地域
手当

住居
手当

通勤
手当

特勤
手当

時間外
手当

管理職
手当

期末
手当

勤勉
手当

宿日直
手当

退職手当
負担金

単身赴
任手当

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

補
正
後

33,605 40,248 18,009 15,942 30 160,423 34,491 355,263 301,446 1,158 171,770

補
正
前

33,605 40,248 18,009 15,942 30 156,206 34,491 355,263 301,446 1,158 171,770

比
較

4,217

給          与          費

報酬
（千円）

給料
（千円）

職員手当
（千円）

計
（千円）

区
分
職員数
（人）

共済費
（千円）

合計
（千円）

備考

補
正
後

677,156 1,258,670 1,132,385 3,068,211 540,522 3,608,733

補
正
前

677,156 1,258,670 1,128,168 3,063,994 540,522 3,604,516

比
較

4,217 4,217 4,217

職
員
手
当
の
内
訳

区分
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ア　会計年度任用職員以外の職員

335

(3)

335

(3)

（　）内は内短時間勤務職員数を計上

扶養
手当

地域
手当

住居
手当

通勤
手当

特勤
手当

時間外
手当

管理職
手当

期末
手当

勤勉
手当

宿日直
手当

退職手当
負担金

単身赴
任手当

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

補
正
後

33,605 40,248 18,009 15,942 30 160,423 34,491 284,954 252,959 1,158 171,770

補
正
前

33,605 40,248 18,009 15,942 30 156,206 34,491 284,954 252,959 1,158 171,770

比
較

4,217

給          与          費

報酬
（千円）

給料
（千円）

職員手当
（千円）

計
（千円）

区
分
職員数
（人）

共済費
（千円）

合計
（千円）

備考

補
正
後

1,258,670 1,013,589 2,272,259 426,622 2,698,881

補
正
前

1,258,670 1,009,372 2,268,042 426,622 2,694,664

比
較

4,217 4,217 4,217

職
員
手
当
の
内
訳

区分
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イ　会計年度任用職員

462

462

補
正
後

補
正
前

比
較

給          与          費

報酬
（千円）

給料
（千円）

職員手当
（千円）

計
（千円）

期末
手当

勤勉
手当

(千円) (千円)

70,309 48,487

70,309 48,487

区
分
職員数
（人）

共済費
（千円）

合計
（千円）

備考

補
正
後

677,156 118,796 795,952 113,900 909,852

補
正
前

677,156 118,796 795,952 113,900 909,852

比
較

職
員
手
当
の
内
訳

区分
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(2)給料及び職員手当の増減額の明細

区
分

増減額
(千円)
4,217 その他の 4,217 時間外勤務手当 4,217

増減分

増減事由
別内訳(千円)

説　　　明 備　　　考

職
員
手
当
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議第１号 

   美濃加茂市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例    

について 

 美濃加茂市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例を下記のと

おり制定する。 

  令和８年１月３０日提出 

美濃加茂市長 藤 井 浩 人   

記 

美濃加茂市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例  

 （趣旨） 

第１条 この条例は、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。以下「法」

という。）第５４条の３において準用する法第４６条第２項の規定に基づき、特

定乳児等通園支援事業の運営の基準に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に

定めるところによる。 

 (1) 特定乳児等通園支援 法第３０条の２０第１項に規定する特定乳児等通園支

援をいう。 

 (2) 特定乳児等通園支援事業者 法第５４条の３に規定する特定乳児等通園支援 

事業者をいう。 

 (3) 支給対象小学校就学前子ども 法第３０条の１４に規定する支給対象小学校

就学前子どもをいう。 

 (4) 教育・保育等 法第５６条第１項に規定する教育・保育等をいう。 

 (5) 特定教育・保育施設等 法第２７条第１項に規定する特定教育・保育施設及

び法第２９条第１項に規定する特定地域型保育事業者をいう。 

 (6) 乳児等支援給付認定子ども 法第３０条の１６に規定する乳児等支援給付認

定子どもをいう。 

 (7) 乳児等支援給付認定保護者 法第３０条の１５第３項に規定する乳児等支援

給付認定保護者をいう。 

（一般原則） 

第３条 特定乳児等通園支援事業者は、良質かつ適切であり、かつ、子どもの保護
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者の経済的負担の軽減について適切に配慮された内容及び水準の特定乳児等通園

支援の提供を行うことにより、全ての子どもが健やかに成長するために適切な環

境が等しく確保されることを目指さなければならない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支援事業を利用す

る支給対象小学校就学前子どもの意思及び人格を尊重して、常に当該支給対象小

学校就学前子どもの立場に立って特定乳児等通園支援を提供するように努めなけ

ればならない。 

３ 特定乳児等通園支援事業者は、地域及び家庭との結びつきを重視した運営を行

い、岐阜県、市、特定教育・保育施設等、他の特定乳児等通園支援事業者、地域

子ども・子育て支援事業を行う者、児童福祉施設その他の保健医療サービス又は

福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 

４ 特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支援を利用する支

給対象小学校就学前子どもの人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置す

る等必要な体制の整備を行うとともに、特定乳児等通園支援事業者が特定乳児等

通園支援を行う事業所（以下「特定乳児等通園支援事業所」という。）の職員に

対し、研修の実施その他の措置を講ずるよう努めなければならない。 

（暴力団の排除） 

第４条 特定乳児等通園支援事業者は、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止

等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。）、

暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。）又はそれらと密接な

関係を有する者であってはならない。 

 （利用定員） 

第５条 特定乳児等通園支援事業者は、１時間当たりの利用定員（法第５４条の２

第１項の確認において定めるものに限る。次項において同じ。）を定めるものと

する。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもが当該特定乳児等通

園支援事業者が提供する特定乳児等通園支援を利用する時間数、特定乳児等通園

支援事業所が開所する日数、時間その他の事情を考慮して１月当たりの利用定員

を定めるものとする。 

 （面談） 

第６条 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに係る特定乳児

等通園支援の利用の申込みを受けた後、当該乳児等支援給付認定子どもに対して

最初に特定乳児等通園支援を提供しようとするときに、当該乳児等支援給付認定

子ども及びその保護者の心身の状況及び当該乳児等支援給付認定子どもの養育環

境を把握するための当該保護者との面談（映像及び音声の送受信により相手の状

態を相互に認識しながらする通話を含む。）を行わなければならない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、前項の面談を行うに当たっては、あらかじめ、
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第２１条に規定する運営規程の概要、職員の勤務の体制、第１４条の規定により

当該特定乳児等通園支援事業者が支払を受ける費用に関する事項その他の提供す

る特定乳児等通園支援に関する重要事項を記載した文書を交付しなければならな

い。 

３ 特定乳児等通園支援事業者は、第１項の面談において、前項の重要事項を説明

し、当該申込みに係る特定乳児等通園支援の提供について保護者の同意を得なけ

ればならない。 

（正当な理由のない提供拒否の禁止） 

第７条 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定保護者から利用の申込

みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。 

 （あっせん及び要請に対する協力） 

第８条 特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支援の利用に

ついて法第５４条の３において準用する法第５４条第１項の規定により市が行う

あっせん及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。 

 （乳児等支援支給認定証に記載された事項の確認） 

第９条 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに係る特定乳児

等通園支援の利用の申込みを受けた後、当該乳児等支援給付認定子どもに対して

最初に特定乳児等通園支援を提供するに際し、乳児等支援給付認定保護者から法

第３０条の１５第３項に規定する乳児等支援支給認定証の提示を受けたときは、

子ども・子育て支援法施行規則（平成２６年内閣府令第４４号）第２８条の２４

各号に掲げる事項を確認するものとする。 

 （乳児等支援給付認定の申請に係る援助） 

第１０条 特定乳児等通園支援事業者は、法第３０条の１５第１項の認定（以下こ

の条において「乳児等支援給付認定」という。）を受けていない保護者から利用

の申込みがあった場合は、当該保護者の意思を踏まえて速やかに乳児等支援給付

認定の申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。 

 （心身の状況等の把握） 

第１１条 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援の提供に当たっては、

乳児等支援給付認定子ども及びその保護者の心身の状況、当該乳児等支援給付認

定子どもの養育環境、他の特定乳児等通園支援事業者が提供する特定乳児等通園

支援の利用状況その他の教育・保育等の利用の状況の把握に努めなければならな

い。 

 （特定教育・保育施設等との連携） 

第１２条 特定乳児等通園支援事業者は、特定教育・保育施設等において継続的に

提供される法第２７条第１項に規定する特定教育・保育及び法第２９条第１項に

規定する特定地域型保育との円滑な接続に資するよう、乳児等支援給付認定子ど

もに係る情報の提供その他特定教育・保育施設等との密接な連携に努めなければ
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ならない。 

 （特定乳児等通園支援の提供の記録） 

第１３条 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援を提供した際は、提

供した日時、時間、内容その他必要な事項を記録しなければならない。 

 （支払） 

第１４条 特定乳児等通園支援事業者は、法定代理受領（法第３０条の２０第５項

（法第３０条の２１第３項において準用する場合を含む。）の規定により市が支

払う特定乳児等通園支援に要した費用の額の一部を、乳児等支援給付認定保護者

に代わり特定乳児等通園支援事業者が受領することをいう。次条において同じ。）

を受けないときは、乳児等支援給付認定保護者から、当該特定乳児等通園支援に

係る特定乳児等通園支援費用基準額（法第３０条の２０第３項に規定する額をい

う。次項において同じ。）の支払を受けるものとする。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、前項の支払を受ける額のほか、特定乳児等通園

支援の提供に当たって、当該特定乳児等通園支援の質の確保及び向上を図る上で

必要であると認められる対価について、当該特定乳児等通園支援に要する費用と

して見込まれるものの額と特定乳児等通園支援費用基準額との差額に相当する金

額の範囲内で設定する額の支払を乳児等支援給付認定保護者から受けることがで

きる。 

３ 特定乳児等通園支援事業者は、前２項の支払を受ける額のほか、特定乳児等通

園支援において提供される便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の額の支払

を乳児等支援給付認定保護者から受けることができる。 

 (1) 日用品、文房具その他の特定乳児等通園支援に必要な物品の購入に要する費  

  用 

 (2) 特定乳児等通園支援に係る行事への参加に要する費用 

 (3) 食事の提供に要する費用 

 (4) 特定乳児等通園支援事業所に通う際に提供される便宜に要する費用 

 (5) 前各号に掲げるもののほか、特定乳児等通園支援において提供される便宜に

要する費用のうち、特定乳児等通園支援の利用において通常必要とされるもの

に係る費用であって、乳児等支援給付認定保護者に負担させることが適当と認

められるもの 

４ 特定乳児等通園支援事業者は、前３項の費用の額の支払を受けた場合は、当該

費用の額を支払った乳児等支援給付認定保護者に対し、当該費用に係る領収証を

交付しなければならない。 

５ 特定乳児等通園支援事業者は、第２項及び第３項の金銭の支払を求める際は、

あらかじめ、当該金銭の使途及び額並びに乳児等支援給付認定保護者に金銭の支

払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、乳児等支援給付認

定保護者に対して説明を行い、文書による同意を得なければならない。ただし、
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第３項の規定による金銭の支払に係る同意については、文書によることを要しな

い。 

 （乳児等支援給付費の額に係る通知等） 

第１５条 特定乳児等通園支援事業者は、法定代理受領により特定乳児等通園支援

に係る乳児等支援給付費の支給を受けた場合は、乳児等支援給付認定保護者に対

し、当該乳児等支援給付認定保護者に係る乳児等支援給付費の額を通知しなけれ

ばならない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、法定代理受領を行わない特定乳児等通園支援に

係る費用の額の支払を受けた場合は、その提供した特定乳児等通園支援の内容、

利用時間、費用の額その他必要と認められる事項を記載した特定乳児等通園支援

提供証明書を乳児等支援給付認定保護者に対して交付しなければならない。 

 （特定乳児等通園支援の取扱方針） 

第１６条 特定乳児等通園支援事業者は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基

準（昭和２３年厚生省令第６３号）第３５条の規定に基づき保育所における保育

の内容について内閣総理大臣が定める指針に準じ、乳児等通園支援事業（児童福

祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６条の３第２３項に規定する乳児等通園支

援事業をいう。）の特性に留意して、支給対象小学校就学前子ども及びその保護

者の心身の状況等に応じて、特定乳児等通園支援の提供を適切に行わなければな

らない。 

 （特定乳児等通園支援に関する評価等） 

第１７条 特定乳児等通園支援事業者は、自らその提供する特定乳児等通園支援の

質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、定期的に外部の者による評価を受けて、その結

果を公表し、常にその改善を図るように努めなければならない。 

 （相談及び援助） 

第１８条 特定乳児等通園支援事業者は、常に乳児等支援給付認定子ども及びその

保護者の心身の状況並びに当該乳児等支援給付認定子どもの養育環境の的確な把

握に努め、当該乳児等支援給付認定子ども及びその保護者からの相談に適切に応

じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。 

 （緊急時等の対応） 

第１９条 特定乳児等通園支援事業所の職員は、現に特定乳児等通園支援の提供を

行っているときに乳児等支援給付認定子どもに体調の急変が生じた場合その他必

要な場合は、速やかに当該乳児等支援給付認定子どもの保護者又は医療機関への

連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。 

 （乳児等支援給付認定保護者に関する市への通知） 

第２０条 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援を受けている乳児等

支援給付認定子どもに係る乳児等支援給付認定保護者が偽りその他不正な行為に
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よって乳児等支援給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、

意見を付してその旨を市に通知しなければならない。 

 （運営規程） 

第２１条 特定乳児等通園支援事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事

項に関する規程（第２４条において「運営規程」という。）を定めておかなけれ

ばならない。 

 (1) 特定乳児等通園支援事業の目的及び運営の方針 

 (2) その提供する特定乳児等通園支援の内容 

 (3) 職員の職種、員数及び職務の内容 

 (4) 特定乳児等通園支援の提供を行う日及び時間並びに提供を行わない日 

 (5) 第１４条の規定により乳児等支援給付認定保護者から支払を受ける費用の種

類、支払を求める理由及びその額 

 (6) 第５条第１項の規定により定める１時間当たりの利用定員 

 (7) 特定乳児等通園支援事業の利用の開始及び終了に関する事項その他の利用に

当たっての留意事項 

 (8) 緊急時等における対応方法 

 (9) 非常災害対策 

 (10) 虐待の防止のための措置に関する事項 

 (11) その他特定乳児等通園支援事業の運営に関する重要事項 

 （勤務体制の確保等） 

第２２条 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに対し、適切

な特定乳児等通園支援を提供することができるよう、特定乳児等通園支援事業所

ごとに職員の勤務の体制を定めておかなければならない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所ごとに、当該特定乳

児等通園支援事業所の職員によって特定乳児等通園支援を提供しなければならな

い。ただし、特定乳児等通園支援の提供に直接影響を及ぼさない業務については、

この限りでない。 

３ 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所の職員の資質の向上

のために、その研修の機会を確保しなければならない。 

 （利用定員の遵守） 

第２３条 特定乳児等通園支援事業者は、第５条第１項の規定により定める１時間

当たりの利用定員を超えて特定乳児等通園支援の提供を行ってはならない。 

 （掲示等） 

第２４条 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所の見やすい場

所に、運営規程の概要、職員の勤務の体制、第１４条の規定により乳児等支援給

付認定保護者から支払を受ける費用の額その他の利用の申込みをした者の特定乳

児等通園支援事業所の選択に資すると認められる重要事項を掲示するとともに、
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電気通信回線に接続して行う自動公衆送信（公衆によって直接受信されることを

目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線

放送に該当するものを除く。）により公衆の閲覧に供しなければならない。 

 （乳児等支援給付認定子どもを平等に取り扱う原則） 

第２５条 特定乳児等通園支援事業所においては、乳児等支援給付認定子どもの国

籍、信条、社会的身分又は第１４条の規定による支払の状況によって、差別的取

扱いをしてはならない。 

 （虐待等の禁止） 

第２６条 特定乳児等通園支援事業所の職員は、乳児等支援給付認定子どもに対し、

児童福祉法第３３条の１０第１項各号に掲げる行為その他当該乳児等支援給付認

定子どもの心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。 

 （秘密保持等） 

第２７条 特定乳児等通園支援事業所の職員及び管理者は、正当な理由がなく、そ

の業務上知り得た乳児等支援給付認定子ども又はその家族の秘密を漏らしてはな

らない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所の職員であった者が、

正当な理由がなく、その業務上知り得た乳児等支援給付認定子ども又はその家族

の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。 

３ 特定乳児等通園支援事業者は、特定教育・保育施設等、他の特定乳児等通園支

援事業者、地域子ども・子育て支援事業を行う者その他の機関に対して、乳児等

支援給付認定子どもに関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により当該

乳児等支援給付認定子どもに係る乳児等支援給付認定保護者の同意を得ておかな

ければならない。 

 （情報の提供等） 

第２８条 特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支援を利用

しようとする乳児等支援給付認定子どもに係る乳児等支援給付認定保護者が、そ

の希望を踏まえて適切に特定乳児等通園支援事業者を選択することができるよう

に、その提供する特定乳児等通園支援の内容に関する情報の提供を行うよう努め

なければならない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、当該特定乳児等通園支援事業者について広告を

する場合において、その内容を虚偽のもの又は誇大なものとしてはならない。 

 （利益供与等の禁止） 

第２９条 特定乳児等通園支援事業者は、利用者支援事業（法第５９条第１号に規

定する事業をいう。）その他の地域子ども・子育て支援事業を行う者（次項にお

いて「利用者支援事業者等」という。）、教育・保育施設、地域型保育事業者（地

域型保育を行う事業者をいう。次項において同じ。）若しくは乳児等通園支援事

業者（乳児等通園支援を行う事業者をいう。次項において同じ。）又はその職員
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に対し、支給対象小学校就学前子ども又はその家族に対して当該特定乳児等通園

支援事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与して

はならない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、利用者支援事業者等、教育・保育施設、地域型

保育事業者若しくは乳児等通園支援事業者又はその職員から、支給対象小学校就

学前子ども又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利

益を収受してはならない。 

 （苦情解決） 

第３０条 特定乳児等通園支援事業者は、その提供した特定乳児等通園支援に関す

る乳児等支援給付認定子ども又は乳児等支援給付認定保護者その他の当該乳児等

支援給付認定子どもの家族（以下この条において「乳児等支援給付認定子ども等」

という。）からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるため

の窓口の設置その他の必要な措置を講じなければならない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の

内容その他の事項を記録しなければならない。 

３ 特定乳児等通園支援事業者は、その提供した特定乳児等通園支援に関する乳児

等支援給付認定子ども等からの苦情に関して市が実施する事業に協力するよう努

めなければならない。 

４ 特定乳児等通園支援事業者は、その提供した特定乳児等通園支援に関し、法第

３０条の１３において準用する法第１４条第１項の規定により市が行う報告若し

くは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該市の職員からの質

問若しくは特定乳児等通園支援事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検

査に応じ、及び乳児等支援給付認定子ども等からの苦情に関して市が行う調査に

協力するとともに、市から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従

って必要な改善を行わなければならない。 

５ 特定乳児等通園支援事業者は、市からの求めがあった場合には、前項の改善の

内容を市に報告しなければならない。 

 （地域との連携等） 

第３１条 特定乳児等通園支援事業者は、その運営に当たっては、地域住民又はそ

の自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければなら

ない。 

 （事故発生の防止及び発生時の対応） 

第３２条 特定乳児等通園支援事業者は、事故の発生又はその再発を防止するため、

次の各号に定める措置を講じなければならない。 

 (1) 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故

発生の防止のための指針を整備すること。 

 (2) 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該
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事実が報告され、その分析を通じた改善策を職員に周知徹底する体制を整備す

ること。 

 (3) 事故発生の防止のための委員会及び職員に対する研修を定期的に行うこと。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに対する特定乳児等

通園支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに市及び当該乳児等支援給

付認定子どもの家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならな

い。 

３ 特定乳児等通園支援事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置

について記録しなければならない。 

４ 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに対する特定乳児等

通園支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行

わなければならない。 

 （会計の区分） 

第３３条 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業の会計をその他

の事業の会計と区分しなければならない。 

 （記録の整備等） 

第３４条 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所の職員、設備

及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに対する特定乳児等

通園支援の提供に関する次に掲げる記録等を整備し、その完結の日から５年間保

存しなければならない。 

 (1) 第１６条に定めるものに基づく特定乳児等通園支援の提供に当たっての計画 

 (2) 第１３条の規定による特定乳児等通園支援の提供の記録 

 (3) 第２０条の規定による市への通知に係る記録 

 (4) 第３０条第２項に規定する苦情の内容の記録 

 (5) 第３２条第３項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置について

の記録 

 （電磁的記録等） 

第３５条 特定乳児等通園支援事業者は、記録、作成、保存その他これらに類する

もののうち、この条例の規定において書面等（書面、書類、文書、謄本、抄本、

正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情

報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。）により行

うことが規定されているものについては、当該書面等に代えて、当該書面等に係

る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識すること

ができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供さ

れるものをいう。以下この条において同じ。）により行うことができる。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、この条例の規定による書面等の交付又は提出に
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ついては、当該書面等が電磁的記録により作成されている場合には、当該書面等

の交付又は提出に代えて、第４項で定めるところにより、乳児等支援給付認定保

護者の承諾を得て、当該書面等に記載すべき事項（以下この条において「記載事

項」という。）を電子情報処理組織（特定乳児等通園支援事業者の使用に係る電

子計算機と、乳児等支援給付認定保護者の使用に係る電子計算機とを電気通信回

線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。）を使用する

方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの（以下この

条において「電磁的方法」という。）により提供することができる。この場合に

おいて、当該特定乳児等通園支援事業者は、当該書面等を交付し、又は提出した

ものとみなす。 

 (1) 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの 

  ア 特定乳児等通園支援事業者の使用に係る電子計算機と乳児等支援給付認定

保護者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、

受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 

  イ 特定乳児等通園支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル

に記録された記載事項を電気通信回線を通じて乳児等支援給付認定保護者の

閲覧に供し、乳児等支援給付認定保護者の使用に係る電子計算機に備えられ

た当該乳児等支援給付認定保護者のファイルに当該記載事項を記録する方法

（電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合

にあっては、特定乳児等通園支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられ

たファイルにその旨を記録する方法） 

 (2) 電磁的記録媒体（電磁的記録に係る記録媒体をいう。）をもって調製するフ

ァイルに記載事項を記録したものを交付する方法 

３ 前項各号に掲げる方法は、乳児等支援給付認定保護者がファイルへの記録を出

力することにより文書を作成することができるものでなければならない。 

４ 特定乳児等通園支援事業者は、第２項の規定により記載事項を提供しようとす

るときは、あらかじめ、当該記載事項を提供する乳児等支援給付認定保護者に対

し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方

法による承諾を得なければならない。 

 (1) 第２項各号に規定する方法のうち特定乳児等通園支援事業者が使用するもの  

 (2) ファイルへの記録の方式 

５ 前項の規定による承諾を得た特定乳児等通園支援事業者は、当該乳児等支援給

付認定保護者から文書又は電磁的方法により、電磁的方法による提供を受けない

旨の申出があったときは、当該乳児等支援給付認定保護者に対し、第２項に規定

する記載事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該乳児等

支援給付認定保護者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。 

６ 第２項から第５項までの規定は、この条例の規定による書面等による同意の取
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得について準用する。この場合において、第２項中「書面等の交付又は提出」と

あり、及び「書面等に記載すべき事項（以下この条において「記載事項」という。）」

とあるのは「書面等による同意」と、「第４項」とあるのは「第６項において準

用する第４項」と、「提供する」とあるのは「得る」と、「書面等を交付し、又

は提出した」とあるのは「書面等による同意を得た」と、「記載事項を」とある

のは「同意に関する事項を」と、「提供を受ける」とあるのは「同意を行う」と、

「受けない」とあるのは「行わない」と、「交付する」とあるのは「得る」と、

第３項中「前項各号」とあるのは「第６項において準用する前項各号」と、第４

項中「第２項」とあるのは「第６項において準用する第２項」と、「記載事項を

提供しよう」とあるのは「同意を得よう」と、「記載事項を提供する」とあるの

は「同意を得ようとする」と、同項第１号中「第２項各号」とあるのは「第６項

において準用する第２項各号」と、第５項中「前項」とあるのは「第６項におい

て準用する前項」と、「提供を受けない」とあるのは「同意を行わない」と、「第

２項に規定する記載事項の提供」とあるのは「この条例の規定による書面等によ

る同意の取得」と読み替えるものとする。 

   附 則 

 この条例は、令和８年２月１日から施行する。 
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議第２号 

美濃加茂市乳児等通園支援事業の実施に関する条例について 

 美濃加茂市乳児等通園支援事業の実施に関する条例を下記のとおり制定する。 

  令和８年１月３０日提出 

美濃加茂市長 藤 井 浩 人   

記 

美濃加茂市乳児等通園支援事業の実施に関する条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、市が児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」と

いう。）第６条の３第２３項に規定する乳児等通園支援事業（以下「事業」とい

う。）を実施することに関し、必要な事項を定める。 

 （実施施設） 

第２条 事業は、次に掲げる施設のうち規則で定めるもので行う。 

(1) 美濃加茂市保育園の設置及び管理に関する条例（平成２７年美濃加茂市条例

第２号）第３条に定める保育園 

(2) 美濃加茂市認定こども園の設置及び管理に関する条例（平成２８年美濃加茂

市条例第２６号）第３条に定める認定こども園 

(3) 美濃加茂市子育て支援拠点施設の設置及び管理に関する条例（平成２５年美

濃加茂市条例第１６号）第２条に定める拠点施設 

 （利用定員） 

第３条 １時間当たりの利用定員は、実施する施設ごとに規則で定める。 

 （事業の休業日） 

第４条 事業を行わない日（以下「休業日」という。）は、美濃加茂市の休日を定

める条例（平成元年美濃加茂市条例第２４号）に定める市の休日とする。ただし、

市長が必要と認めたときは、休業日を変更し、又は臨時に休業することができる。 

（事業の実施時間） 

第５条 事業の実施時間は、午前９時３０分から午前１１時３０分まで及び午後１

時から午後３時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、実施時間を変

更することができる。 

 （利用時間）  
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第６条 事業を利用することができる時間は、児童１人につき１回当たり２時間と

し、１月につき１０時間を上限とする。 

 （利用料） 

第７条 市長は、事業を利用する児童の保護者（以下「利用者」という。）から事

業に係る費用のうち１人１回当たり６００円（以下「利用料」という。）を徴収

する。 

２ 利用者は、利用料を市長が定める日までに納付しなければならない。 

３ 納付された利用料は、還付しないものとする。ただし、市長が災害その他特別

の理由があると認めたときは、この限りでない。 

（利用料の免除） 

第８条 市長は、次の各号に掲げる世帯のいずれかに該当する世帯において、利用

料を免除することができる。 

(1) 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による保護を受けている世帯 

(2) ひとり親家庭等（母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和３９年法律第１２９

号）第６条第５項の母子家庭等をいう。）のうち、当該年度分の市町村民税

（税額が確定していない場合は、前年度分の市町村民税）が非課税の世帯 

２ 利用者は、前項に規定する免除を受けようとするときは、あらかじめ市長に申

請しなければならない。 

３ 市長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、免除の可否

を決定するものとする。 

（委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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議第３号

美濃加茂市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める 

条例の一部を改正する条例について

 美濃加茂市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例を下記のとおり制定する。 

  令和８年１月３０日提出 

美濃加茂市長 藤 井 浩 人  

記

   美濃加茂市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例

 美濃加茂市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（令和

７年美濃加茂市条例第２８号）の一部を次のように改正する。

改正後 改正前 

（乳児等通園支援事業所の職員の一般的要

件） 

第１０条 乳児等通園支援事業所の職員は、健

全な心身を有し、豊かな人間性及び倫理観を

備え、児童福祉事業に熱意のある者であっ

て、できる限り児童福祉事業の理論及び実際

について訓練を受けたものでなければなら

ない。 

（乳児等通園支援事業所の職員の知識及び

技能の向上等） 

第１１条 乳児等通園支援事業所の職員は、常

に自己研鑽に励み、法に定める事業の目的を

達成するために必要な知識及び技能の修得、

維持及び向上に努めなければならない。 

２ （略） 

（虐待等の禁止） 

第１４条 乳児等通園支援事業所の職員は、利

（乳児等通園支援事業者の職員の一般的条

件） 

第１０条 乳児等通園支援事業者の職員は、健

全な心身を有し、豊かな人間性及び倫理観を

備え、児童福祉事業に熱意のある者であっ

て、できる限り児童福祉事業の理論及び実際

について訓練を受けたものでなければなら

ない。 

（乳児等通園支援事業者の職員の知識及び

技能の向上等） 

第１１条 乳児等通園支援事業者の職員は、常

に自己研鑽に励み、法に定める事業の目的を

達成するために必要な知識及び技能の修得、

維持及び向上に努めなければならない。 

２ （略） 

（虐待等の防止） 

第１４条 乳児等通園支援事業者の職員は、利
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用乳幼児に対し、法第３３条の１０第１項各

号に掲げる行為その他当該利用乳幼児の心

身に有害な影響を与える行為をしてはなら

ない。 

（乳児等通園支援事業所内部の規程） 

第１７条 乳児等通園支援事業者は、次に掲げ

る乳児等通園支援事業の運営についての重

要事項に関する規程を定めておかなければ

ならない。 

(1)～(5)（略） 

(6) 利用定員 

(7) 乳児等通園支援事業の利用の開始及び終

了に関する事項その他の利用に当たっての

留意事項 

(8)～(11) （略） 

（秘密保持等） 

第１９条 乳児等通園支援事業所の職員は、正

当な理由がなく、その業務上知り得た利用乳

幼児又はその家族の秘密を漏らしてはなら

ない。 

２ (略) 

（乳児等通園支援事業の区分） 

第２１条 (略)  

２ (略) 

３ 余裕活用型乳児等通園支援事業とは、保育

所、認定こども園（就学前の子どもに関する

教育、保育等の総合的な提供の推進に関する

法律（平成１８年法律第７７号）第２条第６

項に規定する認定こども園をいい、保育所で

あるものを除く。以下同じ。）又は家庭的保育

事業等（居宅訪問型保育事業を除く。以下同

じ。）を行う事業所において、当該施設又は事

業を利用する児童の数（以下この項において

「利用児童数」という。）がその施設又は事業

に係る利用定員（子ども・子育て支援法（平

成２４年法律第６５号）第２７条第１項又は

第２９条第１項の確認において定める利用

用乳幼児に対し、法第３３条の１０第１項各

号に掲げる行為その他当該利用乳幼児の心

身に有害な影響を与える行為をしてはなら

ない。 

（乳児等通園支援事業所内部の規程） 

第１７条 乳児等通園支援事業者は、次に掲げ

る乳児等通園支援事業の運営についての重

要事項に関する規程を定めておかなければ

ならない。 

(1)～(5)（略） 

(6) 乳児及び幼児の区分ごとの利用定員 

(7) 乳児等通園支援事業の利用の開始及び終

了に関する事項並びに利用に当たっての留

意事項 

(8)～(11) （略） 

（秘密保持等） 

第１９条 乳児等通園支援事業者の職員は、正

当な理由がなく、その業務上知り得た利用乳

幼児又はその家族の秘密を漏らしてはなら

ない。 

２ (略) 

（乳児等通園支援事業の区分） 

第２１条 (略)  

２ (略) 

３ 余裕活用型乳児等通園支援事業とは、保育

所、認定こども園（就学前の子どもに関する

教育、保育等の総合的な提供の推進に関する

法律（平成１８年法律第７７号）第２条第６

項に規定する認定こども園をいい、保育所で

あるものを除く。以下同じ。）又は家庭的保育

事業等（居宅訪問型保育事業を除く。以下同

じ。）を行う事業所において、当該施設又は事

業を利用する児童の数（以下この項において

「利用児童数」という。）がその施設又は事業

に係る利用定員の総数に満たない場合であ

って、当該利用定員の総数から当該利用児童

数を除いた数以下の数の乳幼児を対象とし
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定員をいう。）の総数に満たない場合であっ

て、当該利用定員の総数から当該利用児童数

を除いた数以下の数の乳幼児を対象として

行う乳児等通園支援事業をいう。 

 （一般型乳児等通所支援事業所の職員の基

準） 

第２３条 （略） 

（設備及び職員の基準の特例） 

第２３条の２ 子ども・子育て支援法第３０条

第１項第４号に規定する特例保育を行う事

業者が、当該特例保育を行う事業所において

一般型乳児等通園支援事業を行う場合には、

前２条の規定は適用しない。 

 （乳児等通園支援の内容） 

第２４条 （略） 

（準用） 

第２７条 第２４条及び第２５条の規定は、余

裕活用型乳児等通園支援事業について準用

する。 

（電磁的記録） 

第２８条 乳児等通園支援事業者及びその乳

児等通園支援事業所の職員は、記録、作成そ

の他これらに類するもののうち、この条例の

規定において書面（書面、書類、文書、謄本、

抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等

人の知覚によって認識することができる情

報が記載された紙その他の有体物をいう。以

下この条において同じ。）で行うことが規定

されている又は想定されるものについては、

書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録

（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚に

よっては認識することができない方式で作

られる記録であって、電子計算機による情報

処理の用に供されるものをいう。）により行

て行う乳児等通園支援事業をいう。 

 （一般型乳児等通所支援事業所の職員の基

準） 

第２３条 （略） 

 （乳児等通園支援の内容） 

第２４条 （略） 

（準用） 

第２７条 第２４条及び第２５条の規定は、余

裕活用型乳児等通園支援事業について準用

する。この場合において、第２４条及び第２

５条中「一般型乳児等通園支援事業」とある

のは「余裕活用型乳児等通園支援事業」と読

み替えるものとする。 

（電磁的記録） 

第２８条 乳児等通園支援事業者及びその職

員は、記録、作成その他これらに類するもの

のうち、この条例の規定において書面（書面、

書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本

その他文字、図形等人の知覚によって認識す

ることができる情報が記載された紙その他

の有体物をいう。以下この条において同じ。）

で行うことが規定されている又は想定され

るものについては、書面に代えて、当該書面

に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式

その他人の知覚によっては認識することが

できない方式で作られる記録であって、電子

計算機による情報処理の用に供されるもの

をいう。）により行うことができる。 
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   附 則

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。

うことができる。 
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議第４号 

令和７年度美濃加茂市一般会計補正予算（第１１号） 

令和７年度美濃加茂市の一般会計補正予算（第１１号）は、次に定めるところに

よる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６３９，５９５千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２９，８６６，２６７千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（繰越明許費の補正） 

第２条 繰越明許費の追加は、「第２表 繰越明許費補正」による。 

令和８年１月３０日提出 

                    美濃加茂市長  藤 井 浩 人   
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第 　２　 表 繰　越　明　許　費　補　正

千円

（追加）

款 項 事　　　業　　　名 金　　額

物価高騰対応電子商品券等給付事業 390,831

人件費 2,800

会計年度任用職員給 3,362

2 総務費 1 総務管理費
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１　一般職
（１）総括

803

(3)

799

(3)

4

（　）内は内短時間勤務職員数を計上

扶養
手当

地域
手当

住居
手当

通勤
手当

特勤
手当

時間外
手当

管理職
手当

期末
手当

勤勉
手当

宿日直
手当

退職手当
負担金

単身赴
任手当

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

補
正
後

33,739 40,288 18,009 15,955 30 171,406 34,491 355,263 301,446 1,158 171,926

補
正
前

33,605 40,248 18,009 15,942 30 168,606 34,491 355,263 301,446 1,158 171,770

比
較

134 40 13 2,800 156

給 与 費 明 細 書

給          与          費

報酬
（千円）

給料
（千円）

職員手当
（千円）

計
（千円）

区
分
職員数
（人）

共済費
（千円）

合計
（千円）

備考

補
正
後

680,452 1,259,867 1,143,711 3,084,030 541,242 3,625,272

補
正
前

677,633 1,258,670 1,140,568 3,076,871 540,522 3,617,393

比
較

2,819 1,197 3,143 7,159 720 7,879

職
員
手
当
の
内
訳

区分
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ア　会計年度任用職員以外の職員

336

(3)

335

(3)

1

（　）内は内短時間勤務職員数を計上

扶養
手当

地域
手当

住居
手当

通勤
手当

特勤
手当

時間外
手当

管理職
手当

期末
手当

勤勉
手当

宿日直
手当

退職手当
負担金

単身赴
任手当

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

補
正
後

33,739 40,288 18,009 15,955 30 171,406 34,491 284,954 252,959 1,158 171,926

補
正
前

33,605 40,248 18,009 15,942 30 168,606 34,491 284,954 252,959 1,158 171,770

比
較

134 40 13 2,800 156

給          与          費

報酬
（千円）

給料
（千円）

職員手当
（千円）

計
（千円）

区
分
職員数
（人）

共済費
（千円）

合計
（千円）

備考

補
正
後

1,259,867 1,024,915 2,284,782 426,909 2,711,691

補
正
前

1,258,670 1,021,772 2,280,442 426,622 2,707,064

比
較

1,197 3,143 4,340 287 4,627

職
員
手
当
の
内
訳

区分
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イ　会計年度任用職員

467

464

3

補
正
後

補
正
前

比
較

給          与          費

報酬
（千円）

給料
（千円）

職員手当
（千円）

計
（千円）

期末
手当

勤勉
手当

(千円) (千円)

70,309 48,487

70,309 48,487

区
分
職員数
（人）

共済費
（千円）

合計
（千円）

備考

補
正
後

680,452 118,796 799,248 114,333 913,581

補
正
前

677,633 118,796 796,429 113,900 910,329

比
較

2,819 2,819 433 3,252

職
員
手
当
の
内
訳

区分
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(2)給料及び職員手当の増減額の明細

区
分

増減額
(千円)
1,197 その他の 1,197 会計間異動に伴う増減分

増減分

3,143 その他の 3,143 扶養手当 134

増減分 地域手当 40

通勤手当 13

時間外手当 2,800

退職手当負担金 156

増減事由
別内訳(千円)

説　　　明 備　　　考

給
料

職
員
手
当
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（３）給料及び職員手当の状況
ア　職員１人当たり給与

イ　初任給

区　　　分 一般行政職

平均給料月額(円） 332,895

平均給与月額(円） 396,183

平均年齢（歳） 43.2

平均給料月額(円） 321,836

平均給与月額(円） 377,711

平均年齢（歳） 43.3

国の制度

一般行政職（円）

高校卒 200,300 200,300

大学卒 232,000 232,000

令和8年1月1日現在

令和7年1月1日現在

区　分 一般行政職（円）
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ウ　級別職員数

級 職員数（人） 構成比（％） 級 職員数（人） 構成比（％）

56 16.82 

(1) (33.33)

2級 66 19.82 2級

3級 84 25.22 3級

29 8.71 

(1) (33.33)

58 17.42 

(1) (33.33)

6級 32 9.61 

7級 8 2.40 

333 100.00 

(3) (100.00)

1級 50 15.02 1級

2級 61 18.32 2級

3級 87 26.13 3級

27 8.11 

(1) (100.00)

5級 65 19.52 5級

6級 35 10.51 

7級 8 2.40 

333 100.00 

(1) (100.00)

（　）内は内短時間勤務職員数を計上

（令和7年度　級別の基準となる職務）

区分 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級

一般行政職 単純労務職
区　　分

1級 1級

4級 4級

5級 5級

計 計

4級 4級

計 計

一般行政職 主事・技師 主任 主任主査 係長 課長補佐 課長 部長

令和8年1月1日現在

令和7年1月1日現在
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